
太田市介護保険規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和７年１０月２０日 

 

              太田市長 穂 積 昌 信 

 

太田市規則第１０１号 

 

太田市介護保険規則の一部を改正する規則 

太田市介護保険規則（平成１７年太田市規則第１４９号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第１項中「様式第１号。」を削り、同条第２項中「（様式第

２号）」を削る。 

第３条第１項中「様式第３号。」を削り、同条第２項中「（様式第

４号）」を削り、同条第３項中「様式第５号。」を削り、同条第４項

中「（様式第６号）」を削る。 

第４条第１項中「（様式第７号）」を削り、同条第２項中「（様式

第８号）」を削る。 

第６条第１項中「（様式第９号）」を削り、同条第２項中「（様式

第１０号）」を削る。 

第７条を第８条とし、第６条の次に次の１条を加える。 

（書類の様式） 

第７条 次に掲げる書類の様式は、市長が別に定める。 

⑴ 介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書 

⑵ 介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給（不支給）

決定通知書 

⑶  介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書  

⑷  介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修承認（不承認）通知書 



⑸  介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修完了届 

⑹  介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給（不支給）決定

通知書 

⑺  介護保険利用者負担額免除申請書 

⑻  介護保険利用者負担額免除決定通知書 

⑼  介護保険料徴収猶予・減免申請書 

⑽  介護保険料徴収猶予・減免決定通知書 

様式第１号から様式第１０号までを削る。 

附 則 

この規則は、令和８年１月１日から施行する。 

 


